
①納付済期間 ②１/４免除 ③半額免除 ④３/４免除 ⑤全額免除

 ※40年加入

 ※40年加入

①納付済期間 ②１/４免除 ③半額免除 ④３/４免除 ⑤全額免除

 ※40年加入

 ※40年加入

［６．３万円］ ［６．１万円］ ［５．８万円］ ［５．５万円］

［３．３万円］

［６．６万円］ ［６．４万円］ ［６．２万円］ ［６．０万円］ ［５．８万円］

［５．８万円］ ［４．１万円］［６．６万円］

【平成２１年３月までの期間】

【平成２１年４月以降の期間】

［６．６万円］

［５．０万円］

［４．４万円］［５．５万円］ ［３．３万円］ ［２．２万円］

［６．６万円］

１ ５/６ ２/３ １/２ １/３
40年免除の場

合の年金額

10年免除の場

合の年金額

免除期間のある者に対する年金給付の改善 （年金額計算方式の変更）

１ ７/８ ３/４ ５/８ １/２

１/３ １/３ １/３ １/３ １/３

１/２ １/２ １/２ １/２ １/２

１/２ ３/８
１/４

１/８

２/３
１/２

１/３
１/６

保
険
料

保
険
料

国
庫
負
担

国
庫
負
担

（1/2×3/4） （1/2×1/2） （1/2×1/4）

（2/3×3/4） （2/3×1/2） （2/3×1/4）

40年免除の場

合の年金額

10年免除の場

合の年金額

年金額に反映

される割合

年金額に反映

される割合

○ 免除期間のある者の年金額については、拠出した保険料と国庫負担分を勘案して計算が

行われます。

○ 本法律によって基礎年金の国庫負担割合が２分の１となることに伴い、年金額の計算方

式が変更され、平成２１年４月以降の免除期間を有する者に対する年金給付が改善されます。


	万円単位

